
 
 

 
 
 
 
 

健康福祉委員会資料 

 

（病院局関係） 
 

１ 所管事務の調査（報告） 

（１）川崎病院における施設整備事業の進捗等について 

資料１   川崎病院における施設整備事業の進捗等について 

参考資料  川崎病院医療機能再編整備の進捗等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病院局 
令和７年１月 31 日 
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年度 2017 … 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 … 
年度 H29 … R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 … 

      

     

川崎市立川崎病院では、「川崎市総合計画」の分野

別計画である「川崎市立病院中期経営計画 2024-

2027」の中に位置付けている、施設整備に係る次の 2
つの事業に取り組んでいます。 

 
① 川崎病院医療機能再編整備事業 

→川崎病院の医療機能の強化 
② 病院局４施設※の調査・修繕 

→施設機能の維持に必要な４施設の計画的修繕 
   ※ 病院局所管の川崎病院（713 床）、井田病院（383 床）、 

多摩病院（376 床）、看護宿舎（120 室） 

 
また、病院局４施設の調査・修繕では、築 26 年と

なり経年劣化が進行する川崎病院について、令和５年

度より実施してきた劣化状況調査の結果を基に、優先

度が高い修繕についての改修計画を令和６年度に策定

することとしています。 

 
  本日は、『川崎病院医療機能再編整備事業』と『川

崎病院改修計画』について、それぞれの取組状況等を

報告いたします。 

川崎市立病院の中期経営計画 

前経営計画 次期計画 前々経営計画 

川崎市立病院中期経営計画 
2024-2027（現行計画：R5 策定） 

川崎市総合計画 

② 病院局４施設の調査・修繕【策定作業中→保全計画に反映】 

＜目的＞ 施設の劣化状況と費用負担のバランスを見極め、施設機能の 

維持のために病院局４施設について計画的な修繕などを行う 

① 川崎病院医療機能再編整備事業【H30 年 3 月計画策定⇒事業継続中】 
＜目的＞高度で質の高い医療を安定的・継続的に提供するため、医療機能の強化を行う 

⇒ 救命救急センター棟新築、既存棟の医療機能強化、エネルギー施設等の防災力強化 

【↓川崎市立病院中期経営計画 2024‐2027 から抜粋】 

川崎病院における施設整備事業の進捗等について 

※ 

※令和５年度より実施 
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Ⅰ 川崎病院医療機能再編整備事業について 

川崎病院医療機能再編整備事業は、平成 30 年 3 月に策定した基本計画に基づき、救急医療の需要増加等への対応のため
の「救命救急センター棟」の新築工事を現在実施中であるほか、医療機能の向上を目指して実施する「既存棟」の改修につ
いては入札不調を受け、再発注することとなりましたので、その方針及び工事スケジュール等を報告いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１） 救命救急センター棟新築工事について 

救命救急センター棟新築工事については、令和６年 10 月 31 日の本委員会で御報告したとおり、令和８年２月 27 日の完
成に向けて、現在、工事を進めているところです。地中に埋設されている地下ピットの空洞対応及び湧水対策等のための５
か月間の工期延長等に必要な予算措置については、令和 7 年度当初予算案に計上する予定です。 
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（２） 既存棟改修工事について 
既存棟改修工事については、令和６年６月に入札参加申込みがなく不調となり、令和６年 10 月 31 日の本委員会で御報告

したとおり、その後、再発注に向けてまちづくり局と一体となり設計変更委託を用いて準備を進めています。 
 
ア 再発注に向けた対応方針について 

  入札不調後の業者ヒアリング等で把握し
た課題を踏まえて取りまとめた対応方針に
沿って準備を進めています。なお、工期に
ついては、11 月の再ヒアリングを踏まえ、
応札の可能性をさらに高める等のため、「重
複させない」ことを追加しました。 

 
イ 整備箇所と工期について 
整備箇所それぞれの工事実施時期については、施設内の機械設備等の設置状況や救命救急センター棟新築工事との関連 

性や完成時期を踏まえ、下表のとおり３期に分割しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ウ 工事スケジュール 
１期工事については、令和８年１月頃着手ができるように発注に向けた準備を進めてまいります。また、各工期が重複

しないよう、１期工事完了後に２期工事に着手し、２期工事完了後に３期工事に着手するよう進めてまいります。 
なお、既存棟改修工事の全体の完了予定時期は、「川崎市立病院中期経営計画 2024-2027」においては令和９年 11 月末

を予定していましたが、上記アの検討を踏まえまして、２年４か月程度の遅れが生じることとなりますので現時点では、
令和 12 年３月末頃を見込んでいます。  

 ヒアリング等で把握した課題 対応方針 

１ 約３年半の工期は長いため技術者の配置が困難 
（1.5 年程度の工期が入札に参加しやすい） 

工期を重複させず３期程度に
分割する 

２ 夜間工事は技術者を多く確保しなければならない 可能な限り日中工事とする 

３ 他業種の協力会社の確保が困難 業種（建築・電気・機械）ごと
に発注する 

 整備箇所 主な整備の概要 工事実施時期 

１ 外来部門（１階） ・感染診察室の整備（３室）等 １期 

２ 外来部門（２・３階） ・診察室の増設（各階２室増設） ３期 

３ 薬剤部門（２階） ・無菌調製室等の改修、倉庫の拡張 １期 

４ 検査部門（２階） ・採血室の拡張 ３期 

５ 内視鏡センター（３階） ・内視鏡ブースの増設（３→５室）等 １期 

６ 外来治療センター（３階） ・治療スペースの拡張等 
３期 ７ 臨床工学部門（６・７階） ・ＭＥセンターの拡張、保管庫の整備 

８ 小児病棟（８階） ・小児救急への対応等、需要に見合った病棟再配置 
２期 ９ 周産期部門（８階） ・立会い分娩のため分娩室等を改修 

10 精神科病棟（９階） ・保護室の増設（４→６室）等 
３期 

11 病棟部門（10〜14 階） ・リハビリ室、カンファレンス室の整備 

12 地下１階 ・ロッカー室等を整備 ２期 
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１階 

整備前 
 

整備後  
 

※改修工事を伴う箇所について記載  

 

 
 

 

救命救急センター 

救急外来 

  

当直室 
病歴管理室 

更衣室 

 

 

救急外来等の改修 
・ストレッチャーまち、動線、感染診察室等 
 

トイレ改修（多機能トイレ整備） 
 

倉庫設置 

当直室 

・散薬調剤室を（右に）移動し、 
中央エレベーターまでの通路を設置 

 

 

 

散薬調剤室 
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２階 

整備前 
 

整備後 
 
 

※改修工事を伴う箇所について記載 
 

自動倉庫 

 
更
衣
室 

採血室 

 

  

診察室 

薬剤倉庫 

無菌調製室等 

採血室 

 

抗がん剤調製室等 
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３階 

整備前 
 

整備後 
 

 

※改修工事を伴う箇所について記載 
 

 

外来治療センター 
調整室等 
 

感染対策室 

内視鏡センター 

 

患者サポート 
センター 

（エネルギー棟 
に移転済） 

 
 

 

診察室の増設等  
 

カンファレンス室等 

 

感染対策室 

  

更衣室 

内視鏡 
センター 

更衣室等 

外来治療センター 

健康 
診査室 

 
 

 

健康診査室 

 

外来治療 
センター 
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６階 

整備前 
 

整備後 
 

※改修工事を伴う箇所について記載 
 

ME センター 

ME 保管庫 
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７階 

整備前 
 

整備後 
 

 
 

※改修工事を伴う箇所について記載 
 

サブ変電室 

リネン庫 

更衣室ー 

 サ
ブ
変
電
室 

 

 更
衣
室
等 

ME センター 
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８階 

整備前 
 

整備後 
 

 

※改修工事を伴う箇所について記載 
 

分娩エリア 
・立会い分娩のための環境整備 
 

 

看護師控室・器材庫等 

小児病棟 
産科病棟 

更衣室等 

新生児室 

GCU 諸室の整備 

小児病棟 
・需要に見合った 

病棟再配置 
・小児救急への対応等 
 

新生 
児室 

 

分娩室 
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９階 

整備前 
 

整備後 

 

※改修工事を伴う箇所について記載 

 
精神病棟 
・特別診療室 
・心理室、相談室 
・カンファレンス室 

精神病棟 
・保護室（2 室） 

精神病棟 
・１床室（１室） 
・２床室（１室） 看護師控室等 

心理室 
相談室 

   1 床室 
   （３室） 

 

洗浄室 
特別診察室 
カンファレンスルーム 

 

更衣室等 救急病棟等 
救命救急センター棟完成後に移動等有 

 

 
旧救急病棟等の仮設利用 

（小児病棟改修等） 

 

-11-



 

 

１０階～１４階 

整備前 
 

整備後 
 

※改修工事を伴う箇所について記載 
 

 

カンファレンス室 

病棟リハビリ室 

カンファレンス室 

  

更衣室等 
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地下１階 

整備前 
 

整備後 

 

※改修工事を伴う箇所について記載 
 

コージェネ室 

 

中央 
監視室 

 

ボイラー室 冷凍機室 

 

 

CO２ボンベ庫 
セントラルクリーナー室 
 

熱源ポンプ室 

医療ガス機械室 

給水 
ポンプ室 

更衣室等 

 学生控室 

  

ミーティング室 

リネン室 

管理諸室 管理諸室 
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年度 2017 … 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 … 
年度 H29 … R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 … 

    

 
  

    

１ 川崎病院改修計画などについて 

（１）川崎病院改修計画の位置付けについて 

・川崎病院改修計画は、川崎市総合計画の分野別計画

である、川崎市立病院中期経営計画 2024-2027（以

下「中期経営計画」という）に位置付けられていま

す。 
・中期経営計画では、川崎病院については改修計画を

令和６年度に策定し、また、病院局４施設（川崎病

院、井田病院、多摩病院、看護宿舎）については保

全計画を令和７年度に策定し、施設の劣化状況と費

用負担のバランスを見極め、４施設について計画的

な修繕などを行うこととしています。 

・なお、施設整備に関するその他の計画として、「川崎

病院医療機能再編整備基本計画」を位置付け、川崎

病院の医療機能の強化を行うこととしており、現在

事業継続中です。 
（２）川崎病院改修計画の目的について 

・川崎病院改修計画は、築 26 年となり経年劣化が進行

する施設について、令和５年度より実施してきた劣

化状況調査の結果を基に、修繕の優先度が高い箇所

について改修計画に取りまとめるものです。なお、

計画に基づく対応は、令和７年度以降速やかに実施

します。 

＜川崎病院改修計画の位置付け図＞ 

川崎市立病院の中期経営計画 

前経営計画 次期計画 前々経営計画 

川崎市立病院中期経営計画 
2024-2027（現行計画：R5 策定） 

川崎市総合計画 

② 病院局４施設の調査・修繕【策定作業中→保全計画に反映】 
＜目的＞ 施設の劣化状況と費用負担のバランスを見極め、施設機能の 

維持のために病院局４施設について計画的な修繕などを行う 

 

① 川崎病院医療機能再編整備事業【H30 年 3 月計画策定⇒事業継続中】 
＜目的＞高度で質の高い医療を安定的・継続的に提供するため、医療機能の強化を行う 

⇒ 救命救急センター棟新築、既存棟の医療機能強化、エネルギー施設等の防災力強化 

【↓川崎市立病院中期経営計画 2024‐2027 から抜粋】 

Ⅱ 川崎病院改修計画について 

※ 

※令和５年度より実施 
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２．劣化状況調査の概要 

２．１ 調査対象施設の概要（川崎病院） 

 

 

 

 

 

２．２ 調査方法 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ棟 

Ｂ棟 

Ｃ棟 

【規模、竣工年】 
 延床面積 49,890.18 ㎡ 
 Ａ棟：地上 ４階、平成 12 年 
 Ｂ棟：地上 15 階・地下１階、平成 10 年 
 Ｃ棟：地上 ５階、平成 10 年 
 

【構造種別】 
鉄骨造        ：Ａ棟、Ｂ棟地上 

 鉄骨鉄筋コンクリート造：Ｂ棟地下、Ｃ棟 

【最高高さ】 
 77.7ｍ 

（１）目視調査 

ア 建築目視調査 建築物の劣化を把握する調査で、屋上防水、外壁、鉄部、建具などの部位を対象に、各部位の劣化度合いを肉眼又は高倍率双

眼鏡を使用して観察します。また、屋上防水、シーリング及び塗膜は触診による調査も行います。 

イ 電気・機械設備目視調査 設備の劣化を把握する調査で、建物全体の電気設備、機械設備を対象に、各機器の劣化度合いを外観や運転状況の

目視、触診を主とした五感により把握します。 

【許可病床数】 
 713 床 

（２）建築物構造体の耐用年数評価 

   耐用年数は、目視調査ではコンクリートや鉄筋の状態を把握することが困難であるため、下記アからウまでの各種試験結果等をもとに、原則と

してコンクリートの中性化深さが鉄筋に達する期間を推定して評価します。 

【評価対象：Ｂ棟地下・Ｃ棟の鉄骨鉄筋コンクリート造部分】（鉄骨造のＡ棟・Ｂ棟地上は対象外） 

ア 圧縮強度試験 コンクリートコアを採取し、試験機関にて圧縮強度試験を行い、現状のコンクリート強度を測定します。 
イ 中性化深さ試験 コンクリートコアを採取し、試験機関にてコンクリートコア供試体を割裂した後、その割裂面に特殊な溶液を噴霧し、中性

化深さ（アルカリ発色反応しない部分）を測定します。 
ウ はつり調査 鉄筋探査機を用いて仕上げ表面から鉄筋までの深さを測定し、その後、はつり（コンクリートを削る）を行い鉄筋の錆発生状態

の確認を行います。 
（３）配管調査 

ア 内視鏡カメラ調査 調査箇所に内視鏡カメラを挿入し、配管内部の錆発生状態、詰まりの有無及び劣化状況を調査します。 

【対象：給水配管、給湯配管】 

イ ＣＣＤ管内カメラ調査 調査箇所にＣＣＤ管内カメラを挿入し、配管内部の汚れ、詰まり・排水溜まりの有無及び劣化状況を調査します。 

【対象：排水配管】 

ウ Ｘ線調査 対象配管の配管肉厚（残存肉厚）をＸ線にて測定し、配管の減肉量から残存寿命の推定を行います。 

    【対象：給水配管、給湯配管、排水配管、通気配管、冷水配管、温水配管、冷温水配管、蒸気配管】 
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２．３ 劣化状況調査の評価基準 

建築部位、電気設備、機械設備の各部位・設備を評価します。具体的には、「劣化度」は、各部位・設備の目視調査から１～３の３段階に評価します。

また、「優先度」は、劣化度を踏まえて、各部位・設備の設置後の経過年数、建築物構造体の耐用年数評価結果、事故履歴等を加味して、１～３の３段階

に評価します。なお、機械設備の空調・衛生配管については、配管調査結果から評価します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
２．４ 劣化状況調査の結果 

（１）建築部位 

【建築物構造体の耐用年数評価結果】 

○Ｂ棟の耐用年数は、調査時点（令和５年）から77年という評価でした。コンクリートの圧縮強度は、強度試験結果の平均値が設計基準強度以上であ

り、法令の基準を満たしていました。また、はつり調査を行った箇所では、中性化が鉄筋まで進行していませんでした。また、鉄筋に腐食は見られ

ませんでした。 

○Ｃ棟の耐用年数は、調査時点（令和５年）から４年という評価でした。この評価は、維持保全限界（鉄筋が腐食してコンクリートの剥落が起こり得

る、維持保全が困難になる状態）を想定して評価したもので、ただちに構造耐力低下を意味するものではありません。コンクリートの圧縮強度は、

強度試験結果の平均値が設計基準強度以上であり、法令の基準を満たしていました。また、はつり調査を行った箇所では、中性化が鉄筋まで進行し

ていませんでした。また、鉄筋に腐食は見られませんでした。 

○Ｃ棟の耐用年数は４年という評価ですが、中性化抑制効果の高い仕上塗材で塗り直し、中性化の進行を抑制することで、建物を長期的に使用するこ

とは可能と考えられます。 

 

 

 

優 先 程 度 優先度 

・調査から 10 年以降に改修工事に着手することでよ

い状態。当面は軽易な維持管理で対応が可能。 
１ 

・調査から４～９年以内に改修工事に着手することが

必要な状態。計画的な更新が必要。 
２ 

・早期（３年以内）に改修工事に着手すべき状態。 ３ 

劣 化 程 度 劣化度 

・部分的に劣化が見られるが、改修の必要性はない。 １ 

・経年劣化が見られ、改修の検討が必要。 ２ 

・劣化が進行しており、全体的な改修が必要。 ３ 

■劣化度                                   ■優先度 

・経過年数 

・耐用年数評価 

・事故履歴 

などを加味して 
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【劣化度・優先度】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外壁仕上げ材（Ｂ棟ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ壁） 外壁仕上げ材（Ａ棟ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） 外壁仕上げ材（Ｃ棟ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） 

 

 

 

 

 

  

やや汚れがある ひび割れ、黒カビ 中性化が進行、ひび割れ 

劣化度２・優先度１ 劣化度２・優先度２ 劣化度２・優先度３ 

屋上防水（アスファルト防水） 外部塗装（鋼製建具） 

 

 

 

 

 

 

経過年数相応の劣化 粉化がみられる 

劣化度２・優先度２ 劣化度２・優先度２ 

シーリング その他（防火シャッター） 

 

 

 

 

 

 

経年劣化 危害防止装置が未設置 

劣化度２・優先度２ 劣化度２・優先度２ 

○「外壁仕上げ材」 Ｂ棟アルミパネル壁は、やや

汚れが認められたことから劣化度２ですが、計画

更新年数は 40 年であり、当面は軽易な維持管理

で対応が可能であるため優先度１となりました。

また、Ａ棟コンクリート壁は、ひび割れ・黒カビ

が確認できることから劣化度２であり、計画的な

更新が必要なため優先度２となりました。 

Ｃ棟コンクリート壁はひび割れ、黒カビが発生

していることから劣化度２ですが、耐用年数評価

で中性化が進行している箇所があることから、早

期（３年以内）に改修工事に着手すべき状態であ

り、優先度３となりました。 

○「屋上防水」 アスファルト防水（保護工法）は経過年数相応の劣化状態です。

早期に改修の必要はありませんが、計画的な防水改修が必要なことから、劣化

度２・優先度２となりました。なお、一部のパラペットで鉄筋の錆によるコンク

リートの剥落がありましたが、令和６年度に改修済みです。 

○「外部塗装」 鋼製建具は、錆等の発生はありませんが、塗膜は一部に粉化がみ

られ良い状態ではないことから劣化度２となりました。また、計画的な塗装改

修が必要なため優先度２となりました。 

○「シーリング」 建具廻り、アルミパネル、コンクリート等の目地は、物性試験

結果、外観ともに経年劣化が見られます。大きな損傷は確認されませんでした

が、シーリング材は 10年を経過すると防水性能が低下するので、計画的な更新

が必要なため、劣化度２・優先度２となりました。 

○「その他」 自動扉は定期的な部品交換が必要です。また、防火シャッターは、

挟まれ事故防止のための危害防止装置が未設置の既存不適格の状況であり、計

画的な更新が必要なため、劣化度２・優先度２となりました。 
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（２）電気設備 

【劣化度・優先度】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受変電設備 分電盤設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼損事故あり、経過年数相応の劣化 焼損事故あり、経過年数相応の劣化 

劣化度２・優先度３ 劣化度２・優先度３ 

非常用発電機 防災（自動火災報知設備） その他（誘導灯） 

   

 

 

 

 

 

経過年数相応の劣化 令和２年度に更新済み 随時更新が必要 

劣化度２・優先度２ 劣化度１・優先度１ 劣化度２・優先度２ 

○「受変電設備」 受変電設備は経過年数相応の劣化状況であり、配電盤

のブレーカー、継電器は、これまで不具合発見等の際に修繕・更新され

ており劣化度２ですが、ブレーカーの焼損事故が発生したことから計画

更新年数 30 年にかかわらず早期（３年以内）に改修工事に着手すべき

状態であり、優先度３となりました。 

○「分電盤設備（電灯・動力盤）」 屋外盤に錆が見られるなど経過年数相

当の劣化状況であることから劣化度２ですが、ブレーカー焼損事故が発

生したことから計画更新年数 30 年にかかわらず早期（３年以内）に改

修工事に着手すべき状態であり、優先度３となりました。 

○「非常用発電機」 特に異常は見られません

が、経過年数相応の劣化状況であり、計画的

に更新することが必要なため、劣化度２・優

先度２となりました。 

○「防災（自動火災報知設備）」 自動火災報知

設備は令和２年度に受信機・感知器の機器が

更新されているため、劣化度１・優先度１と

なりました。 

○「その他」 誘導灯の一部にバッテリー不足

が見られるため、引き続き随時更新が必要で

あり、劣化度２・優先度２となりました。な

お、エネルギー棟新築にともない令和５年度

に中央監視盤は移設・更新されています。 
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（３）機械設備 

【劣化度・優先度】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空気調和機（５番手術室） 個 別 空 調 

 

 

 

 

 

 

 

除湿機能に問題、劣化進行 熱交換器等に汚れ 

劣化度２・優先度３ 劣化度２・優先度２ 

ファンコイルユニット 送 風 機 排 煙 機 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

フィルターに汚れ 振動あり 経過年数相応の劣化 

劣化度２・優先度２ 劣化度２・優先度２ 劣化度２・優先度２ 

○「空気調和機」 機器内外ともに劣化が見られることから劣化度２と

なりました。また、設置後約 25年が経過し、計画的な更新が必要な

ため優先度２ですが、５番手術室については、夏季に必要な除湿が困

難な状況があることから、早期（３年以内）に改修工事に着手すべき

状態であり、優先度３となりました。 

○「個別空調（空冷ヒートポンプエアコン）」 室内機はフィルター、

熱交換器に汚れが見られます。室外機は熱交換器に汚れが見られる

ため、劣化度２となりました。一部更新されていますが、その他の機

器については、設置後約 25 年が経過していることから計画的な更新

が必要なため、優先度２となりました。 

○「ファンコイルユニット」 ドレンパンに

腐食が、フィルターには汚れが見られるた

め劣化度２となりました。また、設置後約

25年が経過していることから計画的な更新

が必要なため、優先度２となりました。 

○「送風機・排風機」 一部の機器に、腐食、

異音、振動が確認できますので劣化度２と

なりました。また、設置後約 25年が経過し

ており、計画的な更新が必要なため優先度

２となりました。 

○「排煙機」 特に異常は見られませんが、経

過年数相応の劣化が見られますので劣化度

２となりました。また、計画的な更新が必要

なため優先度２となりました。 
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自動制御（盤内部） 貯 湯 槽 消火ポンプ（スプリンクラー） 

  

 

 

 

 

 

 

自動制御盤更新済み 経過年数相応の劣化 主軸に錆が見られる 

劣化度２・優先度２ 劣化度２・優先度２ 劣化度２・優先度２ 

給水ポンプ（雑用水揚水） 水槽（上水高置水槽） 

 

 

 

 

 

 

 

軸受に著しい錆が見られる 外装に劣化が見られる 

劣化度３・優先度３ ※更新済 劣化度２・優先度２ 

○「自動制御」 錆の発生が見られる盤が一部ある

ため、劣化度２となりました。また、設置後約 25

年が経過しており、計画的な更新が必要なため、優

先度２となりました。なお、システム制御盤、自動

制御盤は令和５年度に更新済みです。 

○「貯湯槽」 特に異常は見られませんが、設置後約

25 年が経過しており、経過年数相応の劣化状況で

あることから、劣化度２となりました。また、計画

的な更新が必要なため、優先度２となりました。 

○「消火ポンプ」 屋内消火栓ポンプ、スプリンクラ

ーポンプともに、主軸に錆が見られるため、劣化度

２となりました。また、設置後約 25年が経過して

おり、計画的な更新が必要なため、優先度２となり

ました。 

○「給水ポンプ」 雑用水揚水ポンプは、軸受に著しい錆が見られるため、劣

化度３・優先度３となりましたが、令和６年７月に更新済みです。その他の

機器には、異常は見られませんが、設置後約 25年が経過しており、計画的な

更新が必要なため、劣化度２・優先度２となりました。 

○「水槽」 上水高置水槽は、溶接で施工されたステンレス製であり、水平震

度 2.0Ｇで設計されています。アルミ外装やコーキングに劣化が見られるた

め、劣化度２となりました。また、設置後約 25年が経過しており、計画的な

外装改修とコーキングの打ち替えが必要なため、優先度２となりました。 
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【空調・衛生配管】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昇 降 機 その他（非常放送設備） 

 

 

 

 

 

 

 

既存不適格の状況 随時更新が必要 

劣化度２・優先度２ 劣化度２・優先度２ 

蒸気配管（空調系統） 蒸気配管（消毒等その他系統） 

 

 

 

 

 

 

 

管外面に腐食、減肉が見られる 漏水事故あり、部分的腐食 

劣化度３・優先度３ 劣化度２・優先度３ 

○「昇降機」 昇降機は、経過年数相応の劣化が見られるため、劣化

度２となりました。また、戸開走行保護装置（エレベーターの扉が

開いたまま走行することを防止する装置）が未設置の既存不適格の

状況ですので、計画的な更新が必要なため、優先度２となりました。 

○「その他」 非常放送設備に不鳴動のスピーカーが一部あるため、

引き続き随時更新が必要であり、劣化度２となりました。なお、当

該スピーカーは現在更新対応中です。また、設置後約 25 年が経過し

ていることから、計画的な更新が必要なため、優先度２となりまし

た。 

○「蒸気配管（空調系統）」 Ｘ線調査の結果、管外面の腐食による減

肉が認められる蒸気枝管が多数あり、全 18 調査箇所中、最大腐食

部の残存寿命予測値０年が５箇所、３～４年が１箇所ありましたの

で、劣化度３となりました。また、外部腐食による強度の低下や蒸

気漏れが懸念されることから、早期（３年以内）に改修工事に着手

すべき状態であり、優先度３となりました。 

○「蒸気配管（消毒等その他系統）」 Ｘ線調査の結果、全 10調査箇

所の最大腐食部の残存寿命予測値は７年以上（最も良いランク）で

した。しかし、部分的に腐食が認められる蒸気枝管が一部あるので、

劣化度２となりました。また、これまで漏水した箇所（７階、15階）

があることから、早期（３年以内）に改修工事に着手すべき状態で

あり、優先度３となりました。 
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排水配管 給水配管 

 

 

 

 

 

 

 

継手に錆、管内に汚れあり わずかに汚れあり 

劣化度２・優先度２ 劣化度２・優先度２ 

給湯配管 冷水配管 

 

 

 

 

 

 

 

腐食は見られない 腐食は見られない 

劣化度１・優先度１ 劣化度１・優先度１ 

○「排水配管」「給水配管」「通気配管」「温水配管」 Ｘ線調査

の結果（排水配管はＣＣＤ管内カメラ調査、給水配管は内視

鏡カメラ調査も実施）、すべての調査箇所で最大腐食部の残存

寿命予測値は７年以上（最も良いランク）でした。しかし、

一部の配管では、部分的な腐食、内部に錆こぶ・汚れなどが

認められるため、劣化度２となりました。当面は使用可能で

すが、計画的な更新が必要なため、優先度２となりました。 

 

○「給湯配管」「冷水配管」「冷温水配管」 Ｘ線調査の結果（給

湯配管は内視鏡カメラ調査も実施）、すべての調査箇所で最大

腐食部の残存寿命予測値は７年以上（最も良いランク）でし

た。また、腐食の発生は見られませんので、劣化度１となり

ました。当面は軽易な維持管理で対応が可能なため、優先度

１となりました。 
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３ 川崎病院改修計画について 

３．１ 川崎病院改修計画の基本的な考え方 

  中期経営計画に基づき、築 26 年となり経年劣化が進行する施設について、令和５年度より実施してきた劣化状況調査の結果を基に、『優先度が高い箇

所』について改修計画を策定し、令和７年度以降速やかに対応を開始することとします。なお、一部の改修については調査中に判明した劣化状況等の理

由から、令和６年度から改修設計等に着手しています。 
 
３．２ 川崎病院改修計画に位置付ける改修について 
（１）劣化状況調査の結果から実施する改修 

改修計画に位置付ける『優先度が高い箇所』については、劣化状況調査で優先度を３と評価した部位・設備とし、本計画に位置付けます。これらの

改修は、病院施設・設備を健全に維持するために必須であることから、事業中の川崎病院医療機能再編整備計画に基づく各工事と時期を並行して改修

します。 
（２）病院施設・設備の適正管理のための改修 

劣化状況調査で優先度を１・２と評価した部位・設備や劣化調査対象外の特殊設備のうち、病院施設・設備の適正管理に向けて、既存不適格への対

応や老朽化による故障を減らすなどのために改修が必要なものについても、本計画に位置付けて対応していくものとします。 
（３）その他の改修について 

上記以外の改修については、令和７年度中に策定予定の「（仮称）病院局４施設保全計画※」に位置付け、劣化状況や費用負担のバランス等を勘案し

ながら計画的に設計、工事等の修繕を実施していきます。 
※ 「４ 病院局４施設の保全計画について」を参照 
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  川崎病院改修計画 設計工事年度・費用概算 

３．３　劣化状況調査の結果から実施する改修 設計 工事・工事監理・整備
2024（R6）年度 2025（R7）年度 2026（R8）年度 2027（R9）年度 2028（R10）年度 2029（R11）年度 費用概算

① 蒸気配管（空調系統）改修工事
② 蒸気配管（消毒等その他系統）改修工事
③ 受変電設備等整備
④ 分電盤設備改修工事
⑤ Ｃ棟外壁改修工事
⑥ 空気調和機（５番手術室）冷温水コイル交換整備
⑦ 空気調和機（５番手術室以外）改修工事

３．４　病院施設・設備の適正管理のための改修

2024（R6）年度 2025（R7）年度 2026（R8）年度 2027（R9）年度 2028（R10）年度 2029（R11）年度 費用概算
⑧ 昇降機長寿命化整備
⑨ 個別空調更新整備
⑩ 非常放送設備改修工事
⑪ 屋内消火設備ほか改修工事
⑫ 医療ガスエリアモニター更新整備
⑬ 空調機用コントローラー更新整備
⑭ 防犯設備改修工事
⑮ 全自動軟水器改修工事
⑯ トレイサーバーキャビネット更新整備
⑰ 中央監視ソフトウェア更新整備
⑱ 空調自動制御機器更新整備
⑲ 防火シャッター改修工事

■医療機能再編整備基本計画に基づく整備 【 参 考 】
2024（R6）年度 2025（R7）年度 2026（R8）年度 2027（R9）年度 2028（R10）年度 2029（R11）年度

 救命救急センター棟新築工事（R5.11〜R8.2まで）
 既存棟改修工事（R8.1〜R12.3まで）

約56億円

約35億円
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３．３ 劣化状況調査の結果から実施する改修 

① 蒸気配管（空調系統）改修工事 

工事内容 
・蒸気幹管分岐点から空気調和機（77 台）までの蒸気枝管について、

外部腐食による強度の低下や蒸気漏れが懸念されることから、これら

すべてを改修する。併せて、蒸気枝管に付属するバルブ・自動制御装

置についてもすべて改修する。 
設計期間 ：令和６年度 
工事期間 ：令和７年度～令和９年度 

 
② 蒸気配管（消毒等その他系統）改修工事 

工事内容 
・蒸気幹管分岐点から各業務機器までの蒸気枝管について、漏水が発

生した箇所（７階、15 階）があるため、同種類のものについて改修

する。 
・２階薬剤部の薬液用高圧蒸気滅菌装置 
・５階中央材料室の塩化エチレンガス滅菌装置、高圧蒸気滅菌装置 
・７階ベッドセンターのベッド洗浄機、マット消毒機 
・15 階厨房室の蒸気回転釜、熱風食器消毒保管器 

  設計期間 ：令和７年度 
工事期間 ：令和８年度～令和９年度 

 
③ 受変電設備等整備 

整備内容 
・令和４年度に低圧配電盤内でのブレーカーの焼損事故があったため、

計画更新年数 30 年にかかわらず早期（３年以内）に既存棟７階電気

室内の受変電設備の構成機器（区分開閉器、断路器、負荷開閉器、ブ

レーカー、変圧器、継電器、制御装置、計測機器、配線用遮断器など）

全体を更新する。併せて、関連機器である高圧ケーブルと負荷開閉器

を更新する。 
整備期間 ：令和７年度～令和９年度 

 
④ 分電盤設備改修工事 

工事内容 
・令和５年度に分電盤内でのブレーカーの焼損事故があったため、計画

更新年数 30 年にかかわらず既存棟内のすべての分電盤（292 面）を

改修する。 
設計期間 ：令和６年度 
工事期間 ：令和７年度～令和 11 年度 
 

⑤ Ｃ棟外壁改修工事 

工事内容 
・Ｃ棟の構造体の耐用年数が調査時点（令和５年）から４年という評価

であり、長期的に使用するためには中性化抑制効果の高い仕上塗材で

塗り直し、中性化を抑制することが必要なため、Ｃ棟のコンクリート

外壁全体を改修する。併せて、劣化が進行している外壁面のシーリン

グの打ち替えと鋼製建具の塗装改修をする。 
設計期間 ：令和７年度 
工事期間 ：令和８年度 

 
⑥ 空気調和機（５番手術室）冷温水コイル交換整備 

整備内容 
・経年劣化に加えて、５番手術室では夏季に必要な除湿が困難となって

いることから、５番手術室専用の空気調和機内の冷温水コイル及び自

動制御装置を早期に更新する。 
整備期間 ：令和７年度 
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⑦ 空気調和機（５番手術室以外）改修工事 

工事内容 
・経年劣化に加えて、手術室という重要性から５番手術室以外の空気調

和機（９台）を改修する。 
設計期間 ：令和８年度 
工事期間 ：令和９年度～令和 11 年度 

 
３．４ 病院施設・設備の適正管理のための改修 

⑧ 昇降機長寿命化整備 

整備内容 
・経年劣化及び既存不適格部分の是正が必要なことから、エレベーター

及び小荷物専用昇降機の巻上機、制御盤、ロープ、操作盤等、また、

エスカレーターの駆動部、制御盤等を更新する。 
  ・エレベーター    14 台 
  ・エスカレーター   4 台 
  ・小荷物専用昇降機 1 台 
整備期間 ：令和６年度～令和９年度 
 

⑨ 個別空調更新整備 

整備内容 
・経年劣化が進行している既存棟及び保育棟内の一部の空冷ヒートポ

ンプエアコンの更新を行う。 
  ・１階救急、夜間当直室空調機 

・１階調剤、当直室空調機 
・１階ＳＰＤ空調機 
・１階伝染入口風除室空調機 
・４階電話交換機室空調機 

・７階電気室空調機 
・保育棟１空調機 
・保育棟２空調機 

整備期間 ：令和７年度 
 
⑩ 非常放送設備改修工事 

工事内容 
・経年劣化が進行し、不鳴動のスピーカーが一部あったことから、既

存棟内すべての防災センターアンプ、スピーカー、アッテネーター

の改修を行う（玄関呼び出し及び講堂のスピーカーは除く）。 
設計期間 ：令和６年度 
工事期間 ：令和７年度 

 
⑪ 屋内消火設備ほか改修工事 

工事内容 
・経年劣化が進行し腐食が見られることから、既存棟内すべての屋内

消火栓ポンプ、スプリンクラーポンプ、流水検知装置を改修する。 
設計期間 ：令和６年度 
工事期間 ：令和７年度 

 
⑫ 医療ガスエリアモニター更新整備 

整備内容 
・経年劣化が進行している既存棟内すべてのガスエリアモニター（監

視装置）を更新する。 
・２階外来手術室 
・５階手術室 
・５階ＩＣＵ 
・５階ＣＣＵ 
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・８階分娩室 
整備期間 ：令和７年度 

 
⑬ 空調機用コントローラー更新整備 

整備内容 
・経年劣化が進行している空気調和機系統の設備機器を自動で制御

するための空調機用コントローラーの更新を行う。 
整備期間 ：令和６年度～令和８年度 

 
⑭ 防犯設備改修工事 

工事内容 
・経年劣化が進行している１階のカードリーダー、各種センサー、電

気錠制御盤を改修する。 
設計期間 ：令和６年度 
工事期間 ：令和７年度～令和８年度 

 
⑮ 全自動軟水器改修工事 

工事内容 
・経年劣化が進行している全自動軟水器の改修を行う。 
設計期間 ：令和６年度 
工事期間 ：令和７年度 

 
⑯ トレイサーバーキャビネット更新整備 

整備内容 
・薬剤、検体等を搬送するための中型搬送装置の一部である、経年劣

化が進行しているトレイサーバー部分の更新を行う。 
整備期間 ：令和６年度～令和７年度 

 
⑰ 中央監視ソフトウェア更新整備 

整備内容 
・救命救急センター棟の新築に伴い、エネルギー棟２階にある中央監

視装置のソフトウェアを更新する。 
整備期間 ：令和７年度 

 
⑱ 空調自動制御機器更新整備 

整備内容 
・空気調和機に設置されている経年劣化が進行し固着した２方弁（冷

水、温水、冷温水）を更新する。 
整備期間 ：令和７年度 

 
⑲ 防火シャッター改修工事 

工事内容 
・挟まれ事故防止のための危害防止装置が未設置である、既存不適格

の状況のすべての防火シャッターに、危害防止装置を設置する改修

を行う。 
設計期間 ：令和６年度  
工事期間 ：令和７年度 
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４ 病院局４施設の保全計画について 

４．１ 病院局４施設の保全計画の目的 

持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、施設・設備の最適化に取り組むことが必要であり、病院施設や設備の修繕や更新においては計画的

に行うことにより、費用負担の軽減・平準化に取り組む必要があることから、病院局４施設について何年後にどの修繕を行うかといった、今後の施設保

全に係る計画（保全計画）を策定し、計画に基づく取組を推進していきます。 
 
４．２ 病院局４施設の保全計画の検討の進め方 

 ・特殊性が高い建築物である病院について、通常何年目にどのような修繕を行い、何年目に建て替えるといった、病院における標準的な施設保全を「標

準的な考え方」として調査、整理します。 
・各施設の劣化状況を把握するために、川崎病院については劣化状況調査を実施し、その他３施設については簡易劣化診断調査を実施します。 
・整理した「標準的な考え」と、経営状況と各施設の劣化状況とのバランスを踏まえた上で、施設毎の保全計画を令和７年度中に策定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【↓川崎市立病院中期経営計画 2024‐2027 から抜粋】 

※令和５年度より実施 

※ 
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